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Ⅰ 環境報告書の発行に際して

は じ め に

近年、世界各地から局地的な豪雨による大災害の発生が伝えられるなど、地球

温暖化の影響が指摘される気象現象が増えています。また、大気汚染、廃棄物処

理などの環境問題も地球規模で拡大しています。このような中で、特に温室効果

ガスによる温暖化に対しては早急な対応が必要とされるとともに、自然環境の保

全や循環型社会の構築が世界的な課題となり、太陽光や風力の利用など、いわゆ

るクリーンエネルギーの開発・実用化の取組が各国で進められています。

このような状況を踏まえ、独立行政法人農林水産消費安全技術センター（ＦＡ

ＭＩＣ）は、業務の実施に当たって、環境に配慮することを重要な課題として、

①エネルギー・資源の消費及び廃棄物の排出の削減、②環境汚染の防止、③環境

問題に対する自主的な取組等を推進しています。

平成２１年度は、事業活動における環境負荷の低減のための具体的な行動とし

て、省エネルギー・省資源化、環境汚染物質の排出削減、グリーン購入、リサイ

クル率アップなどに取り組むとともに、検査施設の見学・公開等を通じて地域社

会とのコミュニケーションを積極的に行い、ＦＡＭＩＣの環境問題への取組に対

する理解の増進に努めて参りました。

ＦＡＭＩＣは、肥料、農薬、飼料及び食品などの検査・分析を主要な業務とす

る独立行政法人として、平成１９年４月１日に、農林水産消費技術センター、肥

飼料検査所及び農薬検査所の３つの独立行政法人が統合して発足し、“農場から

食卓まで”のフードチェーンを通じた食の安全と消費者の信頼の確保を技術的側

面から担っています。このためＦＡＭＩＣでは、役職員一同高い使命感を持って、

国 民 の 皆 様 に よ り 質 の 高 い サ ー ビ ス を 提 供 す べ く 日 々 の 業 務 に 取 り 組 む と と も

に、これらの業務を行うに当たっては、環境へ配慮することを重要な課題として、

関連する諸法規及びＦＡＭＩＣとして取り決めた事項の遵守に努めています。

平成２２年度をもって、独立行政法人としての第二期中期目標期間が終了しま

すが、平成２３年度からは新たな目標の下、より一層、環境への配慮を重視した

取組を進めて参ります。

この環境報告書を通じ、ＦＡＭＩＣの環境への配慮に対する考え方と活動内容

をご理解いただくとともに、これらの取組に対しての皆様からのご意見をお寄せ

いただければ幸いです。

平成２２年９月

独立行政法人 農林水産消費安全技術センター

理事長 吉羽 雅昭
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Ⅱ 法 人 概 要

事 業 紹 介

近年、食品表示の偽装など、食をめぐる様々な問題が発生する中で、食

の安全に対する消費者の信頼を確保するためには、農業生産に欠かせな

い 生 産 資 材 の 安 全

性 の 確 保 と 適 正 な

使 用 を は じ め と し

て 、 生 産 か ら 流 通 ま

で の 各 段 階 で の 安

全 性 の 確 保 や 適 正

な 表 示 な ど 、 農 場

か ら 食 卓 ま で の フ

ー ド チ ェ ー ン を 通 じ

た 取 組 が 求 め ら れ

ています。

こ の た め 、 Ｆ Ａ Ｍ

Ｉ Ｃ で は 、 専 門 技 術

的 知 見 と ノ ウ ハ ウ を

活 用 し て 、 肥 料 、 農

薬 、 飼 料 、 食 品 等

に 関 す る 検 査 ・ 分

析 等 を 効 率 的 ・ 効

果 的 に 推 進 す る と と

も に 、 食 に 関 す る 情

報 の 一 元 的 な 提 供

を 行 う な ど 、 国 民 の

視 点 に 立 っ た 、 よ り

質 の 高 い サ ー ビ ス

を 提 供 し 、 フ ー ド チ

ェ ー ン を 通 じ た 食 の

安全と消費者の信頼の確保に貢献しています。

肥料、農薬、飼料、ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ、食品等に関する検査・情報提供等の一体的な実施

検査・分析

農
林
水
産
大
臣
の

指
示
・要
請

食品等の立入検査食品等の立入検査

肥料の
立入検査
肥料の

立入検査

不正な表示・ＪＡＳ格付の疑義

土壌改良
資材の

立入検査

土壌改良
資材の

立入検査

飼料・飼料
添加物の
立入検査

飼料・飼料
添加物の
立入検査

緊急調査分析、カルタヘナ議定書担保法に基づく立入検査緊急調査分析、カルタヘナ議定書担保法に基づく立入検査

農薬の
立入検査
農薬の

立入検査

食品事故・汚染食品事故・汚染 未承認遺伝子組換え生物等の混入未承認遺伝子組換え生物等の混入

調査研究 （検査・分析技術の開発等）

国際関係業務（ISO、OECD、Codex等）

事業者・消費者等への
一元的な情報の提供

食品の安全性の確保等
に係る総合力の発揮

専門技術的知見・ノウハウを駆使して
食の安全と消費者の信頼を確保

食品表示の監視食品表示の監視

登録認定機関等に対する調査登録認定機関等に対する調査

ＪＡＳ規格の見直しに係る調査分析ＪＡＳ規格の見直しに係る調査分析

リスク管理のための分析検査リスク管理のための分析検査

肥料の登録申請に係る調査肥料の登録申請に係る調査

肥料の公定規格に関する調査肥料の公定規格に関する調査

飼料添加物の検定飼料添加物の検定

飼料分析基準（公定法）の作成飼料分析基準（公定法）の作成

ＢＳＥに係る確認調査ＢＳＥに係る確認調査

農薬の登録検査農薬の登録検査

農薬ＧＬＰ査察農薬ＧＬＰ査察

ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ
の

立入検査

ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ
の

立入検査
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（Ⅱ 法人概要）

事 業 所 紹 介

（注：小樽事務所は、平成２１年度をもって廃止し、平成２２年４月１日に札幌セ

ンターに統合しました。）

本 部

（小樽市）

（東京都小平市）

（横浜市）

独立行政法人

農林水産消費安全技術センター
Food and Agricultural Materials Inspection Center

理事長

理事

監事

■業務監査室

■総務部

■企画調整部

■規格検査部

■表示監視部

■消費安全情報部

■肥飼料安全検査部

■農薬検査部

■

■■■

■ ■■■■

■■■

■■

■

■ ■

（札幌市）札幌センター

小樽事務所

（さいたま市）

農薬検査部

横浜事務所

（仙台市）仙台センター

名古屋センター
（名古屋市）■ ■■■■

神戸センター （神戸市）
■ ■■■

福岡センター （福岡市）

門司事務所
（北九州市）

■■■

■
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Ⅲ 事業活動における環境配慮の方針・目標

環境配慮の取組に関する目標・計画

平成２１年度においては、平成１９年４月に３法人が統合して発足したＦＡ

ＭＩＣとして３度目の環境計画を策定しました。

この計画は、ＦＡＭＩＣ全体における環境に配慮した取組に関する目標 ・

計画を定めており、省エネルギー・省資源化、リサイクル率アップ、グリーン

購入など、環境負荷の低減を目標に設定しました。

また、平成２２年度に「独立行政法人農林水産消費安全技術センターがそ

の事務及び事業に関し温室効果ガス排出抑制等のため実行すべき措置に

ついて定める実施計画」を定めることとしたことから、入居している一部の合

同庁舎では人員比率による分担比率で使用量が決められているものもありま

すが、ＦＡＭＩＣとして、電気使用量、ガソリン、灯油、Ａ重油、都市ガスの使

用実績の把握に努めています。

平成２１年度環境計画

農林水産消費安全技術センター

（略称：ＦＡＭＩＣ）

１．環境報告書の報告対象となる範囲

・対象期間

平成２１年度（平成２１年４月～平成２２年３月）

・対象組織・分野

本部及び全地域センター・事務所のすべての業務を対象とする

２．事業活動に係る環境配慮の計画

ＦＡＭＩＣでは環境に配慮して平成２１年度には次のような事柄に取り組

んでいきます。業務の遂行にあたっては、さらなる効率化を図り、少しでも

環境負荷を小さくしていきます。
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（Ⅲ 事業活動における環境配慮の方針・目標）

項目 平成２１年度目標 取 組 ・ 具 体 的 な 行 動 関係法規等

省 エ ネ ル ◯ 電 気 使 用 量 の ◯節電の徹底 １．国際協定

ギ ー ・ 省 抑制 ・ 使 用 し て い な い 部 屋 及 ○「京都議定書」

資源 ◯ 環 境 基 準 適 合 び昼休み中の消灯等 「気 候 変動 枠組条約第 3

車 へ の 更 新 の ・ 不 使 用 時 の 事 務 機 器 ・ 回締結国会議(COP3)」で採

推進 分 析 機器 の電 源を 切 る 択された、 二 酸 化炭 素 など 6

とともに、更新時は省 つ の 温 室 効 果 ガ ス の 排 出

エ ネ タイプ 仕様 にす 削 減 義 務 な ど を 定 め る 議

る。 定書

・省エネタップ導入促進 ２．法律

・ ポ ス タ ー や ノ ー ツ 等 に ○ 「 地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進

よる節電の意識啓発 に 関 す る 法 律 」 (平 成 10年

・ 節 電 対 策 に つ い て 、 定 法律第117号 )

期 点 検 を 行 い 、 そ の 対 ３．政府方針

策 が 不 十 分 な 時 は 必 要 ○ 「 政 府 が そ の 事 務 及 び 事

な措置を講ずる。 業 に 関 し て 温 室 効 果 ガ ス

◯適正室温調整の徹底 の 排 出 の 抑 制 等 の た め の

・ エ ア コ ン は 国 で 定 め ら 実 行 す べ き 措 置 に つ い て

れた温度内に設定 定 め る 計 画 」 （ 平 成 19年 3

◯ 公 用 車 更 新 の 際 は 、 環 月30日閣議決定）

境基準適合車へ更新

廃 棄 物 の ◯ 廃 棄 物 、 廃 液 ◯ 資 源 ゴ ミ の 分 別 、 実 験 室 １．法律

削減 の 排 出 抑 制 と 廃液の適正処理 ○ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に

適正処理 ・ 実 験 室 で の 廃有 機溶 関する法律 (昭和 45年法律

媒 、廃酸 、廃アルカ リ等 第137号 )

等の分別処理

再 使 用 ・ リ ◯ 再 使 用 ・ リ サ イ ◯コピー用紙の裏紙使用 １．法律

サ イ ク ル クル率アップ ・ コ ピ ー 機 、 プ リ ン タ ー で ○ 「 環 境 基 本 法 」 (平 成 5年 法

率アップ ○ 用 紙 類 の 削 減 の裏紙使用の促進 律第91号 )

（ ５ %以上 ） ◯ 電 子 メ ー ル の 活 用 に よ る ○ 「 循 環 型 社 会 形 成 推 進 基

各 種 資 料 及 び 文 書 の 共 本 法 」 (平 成 12年 法律 第 11

有 化 等 に よ り ペ ー パ ー レ 0号 )

ス化を促進 ○ 「資源有効利用促進法 」

(平成 3年法律第48号 )

２ ．政府方針

○ 「 政 府 が そ の 事 務 及 び 事

業 に 関 し て 温 室 効 果 ガ ス

の 排 出 の 抑 制 等 の た め の

実 行 す べ き 措 置 に つ い て

定 め る 計 画 」 (平 成 19年 3

月 30日閣議決定）
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（Ⅲ 事業活動における環境配慮の方針・目標）

環 境 汚 染 ◯ Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ 指 定 物 ◯ ド ラ フ ト チ ャ ン バ ー の 整 １．法律

物質の排 質の排出削減 備 な ど 環 境 中 へ の 排 出 ○ 「 環 境 科 学 物 質 の 環 境 へ

出削減 ◯ 環 境 汚 染 物 質 を削減 の 排 出 量 の 把 握 等 及 び 管

等 の 排 出 削 減 ・ ド ラ フ ト チ ャ ン バ ー 及 び 理 の 改 善 の 促 進 に 関 す る

を 促 進 す る た ス ク ラ バ の 定 期 的 点 検 法 律 」 (平成 11年法 律第 86

め の 新 た な 取 ・整備 号 )

組の実施 ◯ 環 境 汚 染 物 質 等 の 排 出

削減を促進するための新

た な 分 析 法 の 積 極 的 な

開発及び改良の促進

グ リ ー ン ○ 事 務 用 消 耗 品 ○ 事 務 用 消 耗 品 類 の グ リ １ ．法律

購入 類 の グ リ ー ン ーン商品購入率１００％ ○ 「 国 等 に よ る 環 境 物 品 等

商品の購入 の 調 達 の 推 進 等 に 関 す る

（ １ ０ ０ %） 法律 」 （平成 12年法律第 10

0号 ）

環 境 に つ ○ 環 境 に つ い て ○ 環 境 保 全 に 関 す る 職 員

い て の 知 の 啓 発 活 動 等 への啓発

識 向 上 、 の実施 ○ ネ ッ ト ワ ー ク を 利 用 し た

啓発活動 ○ 環 境 情 報 の 共 各種環境情報の共有化

有化

社 会 と の ○ 地 域 社 会 と の ○ ２ ０ ０ ９ 年 度 版 環 境 報 告 １．法律

コ ミ ュ ニ ケ コ ミ ュ ニ ケ ー シ 書 の 発 行 及 び ホ ー ム ペ ○ 「 環 境 情 報 の 提 供 の 促 進

ーション ョンの促進 ージへの掲載 等 に よ る 特 定 事 業 者 等 の

○ 施 設 見 学 者 等 へ の 環 境 環 境 に 配 慮 し た 事 業 活 動

配慮の取組状況の説明 の 促 進 に 関 す る 法 律 」 （ 平

○ホームページの活用 成16年法律第77号 ）
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Ⅳ 環境マネジメントに関する状況

環境マネジメントの推進体制

Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ で は 、 環 境 委 員 会 を 設 置 し 、 本 部 及 び 全 地 域 セ ン タ ー ・
事務所で組織的に環境に配慮した業務の実施に取り組むとともに、環
境への負荷の少ない持続可能な社会の実現に取り組んでいます。

環境委員会体制

理事長

理 事

環境委員会

各 部 の 環 境 問 題 に 関 連 す る 事 項

の 企 画 立 案 に 参 画 し 、 結 果 の 検 証

と目標・方針の策定を行う

本部環境マネジメントの取組

業務監査室 業務改善

企画調整部 廃棄物の削減、施設見学、化学物質の安全管理

総務部 省エネルギー・省資源、廃棄物の削減、再使用・リサイクル率

アップ、グリーン購入の促進、職員研修の実施

消費安全情報部 環境情報の共有化、外部とのコミュニケーション

規格検査部、表示監視部、肥 電気使用量の抑制、廃棄物の削減、環境

飼料安全検査部、農薬検査部 汚染物質の削減（環境に配慮した分析）

地域センター ・事務所
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（Ⅳ 環境マネジメントに関する状況）

環境マネジメントの運営方法

環境保全の取組について、各部及び環境委員会において計画（Ｐ ｌ

ａ ｎ ） を 立 て 、 各 部 及 び 地 域 セ ン タ ー ・ 事 務 所 で 実 施 （ Ｄ ｏ） し、適

切に管理されているか環境委員会で点検（Ｃ ｈ ｅ ｃ ｋ）し、改善が必要

な点について各部及び地域センター・事務所で見直し（Ａ ｃ ｔ）を行う

というサイクル （Ｐ Ｄ Ｃ Ａサイクル）を繰り返しながら、環境保全の推

進や環境への負荷の低減を継続的に行っています。
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Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組みの状況等

省エネルギー、省資源対策

ＦＡＭ Ｉ Ｃにおいては、限 りある資源を有効に活用し 、地球環境を守っ

てい く観点から 、地球温暖化防止のため、省エネルギー ・省資源に取り

組んでいます。

具体的には、冷暖房温度の調整、昼休み時間の室内照明の消灯、機器

の購入あるいは更新時の省エネタイプの採用、省エネタップの導入等によ

り光熱量の節約を図ると と もに 、ペーパーレス化の推進、使用済み用紙の

再利用による資源の有効活用の促進等に取り組んでいます。

公用車についても、保有台数の削減（ １台 ）を行いました。

省エネタップ （ さいたま本部）

昼休みの室内消灯（さいたま本部） 省エネタップ （ Ｐ Ｃ接続時）

ま た 、 用 紙 類 の 削 減 に 当 た っ て は 、 設 定 目 標 の ５ ％ 削 減 を 実 現 す べ

く 、 両 面 印 刷 や 両 面 コピ ー の 徹 底 、 使 用 済 み 用 紙 の 裏 紙 使 用 な どを行

い努力して参りましたが、 １． ６ ％の減に止ま りました。（表 １） このた
め、今年度についても引き続き ５％の削減目標を定め、目標の達成に
向けて取り組みの強化を図って参ります。
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（Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組みの状況等）

（表１ ） Ｆ ＡＭ Ｉ Ｃにおける用紙類使用数量の推移

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

使用数量 （前年度対比） (97.9 ％） (98.4 ％）

（箱 ） 2,048 2,005 1,973

なお、平成２２年度において「独立行政法人農林水産消費安全技術セ

ンターがその事務及び事業に関し温室効果ガス排出抑制等のため実行

すべき措置について定める実施計画」を定め、ＦＡＭ Ｉ Ｃにおける温室効

果ガスの削減について、平成１ ９年度比で平成２４年度までに６％削減す

る目標を掲げて、組織を挙げて取り組むことといたしました。

（参考 ） １ ． Ｆ ＡＭ Ｉ Ｃにおける光熱量の推移

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

電気使用量 ※ （Ｋｗ ｈ ） 4,732,426 4,546,460 4,391,333
ガソリン （Ｌ ） 10,662 9,131 10,304
灯油 （Ｌ ） 5,277 4,188 1,327
Ａ重油 （Ｌ ） 9,866 8,928 3,399
都市ガス （ Nm3 ） 244,874 209,158 185,307

（注 ） ※ 合同庁舎に入居している一部事務所の使用量について、人員比率による

分担比率に基づき算出しているものを含む。

（参考 ） ２ ． Ｆ ＡＭ Ｉ Ｃにおける温室効果ガス排出量の推移

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

電気使用量 （Ｋｇ－ＣＯ ２） 1,980,901 1,901,727 1,805,513
ガソリン （Ｋ ｇ－ＣＯ ２） 24,736 21,184 23,905
灯油 （Ｋｇ－ＣＯ ２） 13,140 10.428 3,304
Ａ重油 （Ｋ ｇ－ＣＯ ２） 26,737 24,195 9,211
都市ガス （Ｋ ｇ－ＣＯ ２） 509,338 435,049 385.439
温室効果ガ (19 年度対比） (93.6 ％） （ 87.2 ％）

ス排出量計 （Ｋｇ－ＣＯ ２） 2,554,852 2,392,583 2,227,372
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（Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組みの状況等）

更に 、単独庁舎では 、東京都条例 （ 「 東京における自然の保護と回復に

関する条例 」 （平成 １ ２ ． １ ２ ． ２ ２条例第２ １ ６号 ） ） に基づく屋上の緑化 （小

平 庁 舎 ） や 、 被 陰 植 物 の 導 入 に よ る庁 舎 壁 面 の 緑 化 （ 福 岡 セ ン タ ー ） に よ

り 、冷房効率の向上、 ヒー トア イ ラン ド現象の緩和を図る等の取組をしてい

ます。

小平庁舎の屋上緑化

福岡センターのゴーヤによる壁面緑化（外観と室内）
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（Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組みの状況等）

廃棄物の低減対策

ＦＡＭ Ｉ Ｃから排出する廃棄物は、事業系一般廃棄物と廃油や腐食性

の廃酸・廃アルカリ等の特別管理産業廃棄物の２通りに分けられます。

（ １ ）事業系一般廃棄物

事業系の一般廃棄物は、本部、各地域センター ・事務所で分別後、

Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ あ る い は 合 同 庁 舎 管 理 官 庁 が 委 託 し た 産 業 廃 棄 物 処 理 許

可業者が回収し、処理場で処理されます。

な お 、 平 成 ２ １ 年 度 に お い て は ７ 事 業 所 （ さ い た ま 本 部 及 び ６ 地 域

セ ン タ ー ・ 事 務 所 ） が 合 同 庁 舎 に 入 居 し て い る こ と か ら 、 事 業 系 一 般

廃棄物の個別の排出量は算定できません。

（ ２ ）特別産業廃棄物

特別管理産業廃棄物の平成２ １年度のＦＡＭ Ｉ Ｃ全体での排出量

は、廃油、腐食性の廃酸・廃アルカリが１ ８ ， １ ３ ４ ℓとなり前年度

（ ２ ３ ， ６ ８ ０ ℓ ） と 比 べ て 約 ２ ３ ％ 減 少 し ま し た 。 一 方 、 廃 棄 検 査

分 析 機 器 等 は ６ １ ， ０ １ １ ㎏ と な り 前 年 度 （ １ １ ８ ， ５ ０ ０ ｋ ｇ ） よ り

大きく減少しています。

これは、昨年度、事務所移転等の際に多くの分析機器等を廃棄

処分した影響で、今年度は減少しているものです。

また 、 Ｆ ＡＭ Ｉ Ｃ で行 う分析で排出される種々の廃液 （廃油 、廃酸 、

廃アルカリ ）については、 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 」 （昭

和 ４ ５年法律第 １ ３ ７号 ） で規定される分類に沿って区分して回収し 、

廃液処理業者に処理を依頼しています。

なお、廃液の区分及び管理については、全国１ ０カ所の事業所 （本

部 、 地 域 セ ン タ ー ・ 事 務 所 ） ご と に マ ニ ュ ア ル を 作 成 し て 職 員 に 周 知

徹底し、適正処理に努めています。

廃液以外の特別管理産業廃棄物 （感染性廃棄物 ）は 、廃棄物処理

関 係 法 令 に 基 づ き 、 全 国 １ ０ カ 所 の 事 業 所 （ 本 部 、 地 域 セ ン タ ー ・ 事

務所 ） ご とに特別管理産業廃棄物管理責任者を設けて 、 Ｆ ＡＭ Ｉ Ｃ内

で回収を行い、特別管理産業廃棄物収集 ・運搬業者や特別管理産業

廃棄物処分業者等に処分を委託しています。
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（Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組みの状況等）

なお 、当該廃棄物については 、マニフ ェ ス ト等によ り適正に処理され

ていることをその都度確認しています。

再使用、 リサイクル率アップ

本 部 及 び 全 地 域 セ ン タ ー ・ 事 務 所 に お い て は 、 ゴ ミ の 分 別 回 収 の 徹

底、ペーパーレス化の推進、使用済み用紙の再利用等による一般廃棄

物 の 低 減 や グ ル ー プ ウ ェ ア 及 び 電 子 メ ー ル の 活 用 、 両 面 印 刷 の 推 進 、

コピー機やプ リン ターにおける不要資料等の裏面活用、 ミ ス コピー用紙

等についてス ト ッ ク ト レーを配置しての活用等によ り用紙の調達枚数及

び廃棄物の低減に取り組んでいます。

なお、平成２ １年度の印刷用紙の調達実績は、 ２ ３ ， ８ ２ ２ ． ６㎏ となっ

ています。

また 、平成 １ ８年度から印刷機の再生 トナーの利用を開始する と と も

に 、 「特定家庭用機器再商品化法 」 （平成１ ０年法律第９ ７号 。家電リサ

イ クル法 。 ）及び 「使用済自動車の再資源化等に関する法律 」 （ 平成 １

４年法律第 ８ ７号 。自動車 リサイ クル法 。 ） に基づき 、平成 ２ １年度にお

いては 、テレビ ８台 、電気冷蔵庫 ５台 、自動車 ２台を適正に処分しま し

た。

ゴミの分別状況（さいたま本部 ３階ゴミ置き場）
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（Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組みの状況等）

ストック トレー （分別と裏紙利用）

（ さいたま本部）

その他 、分析等で使用する試薬についても 、試薬ビンを廃棄処分と

せずに、 リサイクルを図っています。

空き瓶の保管及び回収用段ボールへの箱詰状況（さいたま本部）
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（Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組みの状況等）

環境汚染物質の低減対策

ＰＲＴＲ法に指定されている物質

Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ 法 （ 特 定 化 学 物 質 の 環境への排出量の把握等及び管理の改

善の促進に関する法律 （平成 １ １年法律第 ８ ６号 。 ） ） は 、人や環境への

有害性が判明している化学物質について 、事業者による自主管理の改

善を促進する こ とに よ り 、環境保全上の支障を未然に防止する こ と を目

的と しています 。同法に指定されている物質は ５ ６ ０余種あ り ますが 、平

成 ２ １年度に Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ で使用した主な Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ指定化学物質は 、以下の

表のとおりです。

ＦＡＭ Ｉ Ｃでの使用量の多いＰＲＴＲ指定化学物質（平成２ １年度 ）

化学物質名（群 ） 全体の使用量

Ｈ２ １年度 (Ｈ ２ ０年度 ・参考 )

アセトニ ト リル ２ ， ０ １ ９㎏ ２ ， ０ ５ ２㎏

塩化メチレン (ジクロロメタン ) １ ５ ７㎏ ７ １㎏

クロロホルム ８ ５㎏ １ １ ０㎏

（左 ） アセトニトリル

（中 ） クロロホルム

（右 ） 塩化メチレン （ジクロロメタン ）
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（Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組みの状況等）

環境汚染物質低減対策及び有害ガス処理装置（スクラバ ）の保有状況

ＦＡＭ Ｉ Ｃでは 、分析する試料を分解するため 、

硫 酸 ・ 硝 酸 ・ 過 塩 素 酸 等 に よ る 酸 分 解 を 行 っ て い

ます。また 、溶媒抽出等のため多種類の試薬を使

用していますがその中には、 Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ法で指定され

ている有機溶剤等も含まれています。

これらの酸や有機溶剤等は、使用する際に蒸気

として気散するこ とから 、分析は専用のドラフ トチ

ャンバー等局所排気装置のある場所で行ってい

ます。

局所排気装置内で発生したガスは、有害ガス処

理装置（スクラバ ）を通して汚染物質を吸着し、浄化

しています。 ドラフトチャンバー

ス ク ラバについては、有害ガスの種類に応じた次の ２種類を設置し 、

環境汚染物質の排出削減に努めています。

（ １ ）酸性ガス用排ガス浄化装置

本 部 、 地 域 セ ン タ ー ・ 事

務 所 併 せ て 、 全 国 １ ０ カ 所

で 合 計 ３ ６ 台 を 保 有 し 、 硫

酸 や 硝 酸 な ど の 酸 性 ガ ス

を中和しています。

こ れ ら の 浄 化 装 置 に つ

い て は 、 外 観 や 作 動 状 況

の 確 認 を 定 期 的 に 実 施 し

ています。

ま た 、 浄 化 装 置 内 の 洗 浄

水 に つ い て は 、 点 検 時 、 必

要に応じ 、洗浄液の ｐＨ調整

を実施し、記録をしています。

酸性ガス用排ガス浄化装置
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（Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組みの状況等）

（ ２ ）有機溶剤用脱臭装置

上記の装置と同様に Ｆ Ａ

Ｍ Ｉ Ｃ 全 体 で 合 計 ４ ６ 台 を

保 有 し 、 ア セ ト ニ ト リ ル な ど

の 有 機 溶 剤 を 吸 着 除 去 し

ています。

これらの浄化装置につい

ても、外観や作動状況の確

認を定期的に実施していま

す 。

有機溶剤用脱臭装置

セレンその他の化合物を含有しない代替品を用いた分析法への改良

FAMICにおいては、飼料中の有害物質等の汚染実態を把握するため

のモニタ リングとして、サルモネラ汚染実態調査を行っています。サルモ

ネラ試験に用いる培地には 、 PRTR法で指定されているセレン化合物を

含むものがあります。

環境汚染物質の排出削減及び試験従事者の作業環境を改善するた

め 、サルモネラ試験に使用する培地 （セレナイ トシスチン培地 ） をセレン

化合物を含まないもの （ ﾗﾊﾟﾎ ﾟｰﾄ･ﾊﾞｼﾘｱﾃﾞｨｽ培地及びﾗﾊﾟﾎ ﾟｰﾄ･ﾊﾞｼﾘｱﾃﾞ

ｨｽ･ｿｲﾍﾟﾌﾟﾄﾝ培地 ）に変更する検討を行いました。

飼料分析基準検討委員会の委員 （学識経験者 ）に諮ったところ 、追加デ

ータが必要との助言をいただき 、追加データを検討委員会に報告し、了

解が得られま した 。平成 ２ ２年 に飼料分析基準 （飼料分析の公定法 ）の

改正のための所要の手続きを行ってお り 、セレンを用いない培地による

試験法が飼料分析基準となる予定です。
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（Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組みの状況等）

（左 ） ｾﾚﾅｲﾄｼｽﾁﾝ培地 （粉末）

（セレン化合物を含む培地）

（右 ） ﾗﾊﾟﾎﾟｰﾄ･ﾊﾞｼﾘｱﾃﾞｨｽ培地 （粉末 ）

（セレン化合物を含まない培地）

ｾﾚﾅｲﾄｼｽﾁﾝ培地 ﾗﾊﾟﾎﾟｰﾄ･ﾊﾞｼﾘｱﾃﾞｨｽ培地

（左 ）培養前 （右 ）培養後 （左 ）培養前 （右 ）培養後
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（Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組みの状況等）

グ リーン購入の状況及びその推進

ＦＡＭ Ｉ Ｃにおいては、グ リーン購入法 （国等による環境物品等の調達

の 推 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ２ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 。 ） ） 及 び 「 環 境 物 品

等の調達の推進に関する基本方針 」 （平成 １ ８年 ２月 ２ ８日閣議決定 ）に

基 づ き 、 平 成 ２ １ 年 度 に お け る 環 境 物 品 等 の 調 達 方 針 を 作 成 ・ 公 表 し

て 、 で き る 限 り 環 境 へ の 負 荷 の 少 ない 物 品 の 購 入 等 に 努 め る 取 組 を 推

進しました。

ま た 、 Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ 内 に 理 事 長 を 本 部 長 と す る 「 グ リ ー ン 調 達 推 進 本 部 」

を設けて 、グ リーン （古紙配合率１ ０ ０％かつ白色度７ ０％程度以下のコ

ピー紙等）調達の推進に努めています。

主な物品のグリーン購入の状況（平成２１年度）

※ 「特定調達物品等」とは、 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第６条に

定める 「国及び独立行政法人等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の基準を満たす物

品等」のことです。

分 野 特定調達物品等

紙 類 100 % 23694 kg 23694 kg 100 %

100 % 0 kg 0 kg - %

100 % 128.6 kg 127.6 kg 99 %

100 % 230.2 kg 230.2 kg 100 %

文 具 類 100 % 170 本 170 本 100 %

100 % 986 本 986 本 100 %

100 % 1676 本 1664 本 99 %

100 % 242 個 242 個 100 %

100 % 11965 冊 11579 冊 97 %

100 % 274 個 274 個 100 %

100 % 69730 枚 69730 枚 100 %

100 % 490 冊 470 冊 96 %

機 器 類 100 % 203 脚 203 脚 100 %

100 % 32 台 32 台 100 %

Ｏ Ａ 機 器 100 % 0 台 0 台 - %

100 % 36 台 36 台 100 %

100 % 2 台 2 台 100 %

100 % 7 台 7 台 100 %

100 % 1 台 1 台 100 %

照 明 100 % 389 本 389 本 100 %

自 動 車 等 1 台 1 台 1 台 100 %

1 台 1 台 1 台 100 %

制 服 ・ 作 業 服 100 % 311 着 311 着 100 %

フォーム用紙

印刷用紙（カラー用紙）

ゴム印

ボールペン

マーキングペン

トイレットペーパー

シャープペンシル

ファイル

コピー用紙

作業服

スキャナ（購入）

磁気ディスク装置（購入）

シュレッダー（購入）

蛍光ランプ（ﾗﾋﾟｯﾄﾞｽﾀｰﾄ型又はｽﾀｰﾀｰ型）

事務用封筒（紙製）

ノート

いす

17年度低排出75％低減かつ低燃費

コピー機等（購入）

プリンタ等（購入）

ファイリング用品

机

ハイブリッド自動車

目標値 目標達成率総調達量品　　　　　目
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（Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組みの状況等）

環境についての知識向上、啓発活動

環境情報の共有化

FAMICで は 、 所 内 ネッ ト ワ ー ク 内 に 「 環 境 情 報 デ ー タ ベ ー ス 」 を 作 成

し 、職場内における環境に関する情報の共有化を進め 、職員の環境問

題への理解が深まるよう努めています。

環境保全に対する職員への啓発

上 記 「 環 境 情 報 デ ー タ ベ ー ス 」 に 「 環 境 教 育 ・ 学 習 」 、 「 地 球 環 境 」 、

「 大 気 」 、 「 廃 棄 物 」 、 「 化 学 物 質 」 等 に つ い て の 、 基 礎 的 知 識 の 解 説 を

掲載すると と もに 、分析試験業務に関する基本ルールについての 「検査

分析基礎研修 」の中で、分析試験業務管理、毒劇物及び危険物管理の

知識の向上やスク ラバ施設の点検方法、廃液 ・廃棄物の処理ルール等

を学習し、環境に関する知識と更なる意識の向上に努めています。

社会とのコミュニケーション

環境コミュニケーション

ＦＡＭＩＣでは施設見学 者等（平

成 ２ １ 年 度 実 績 ： ＦＡＭＩＣ全 体 で

７９回 （前年度１ ０ ３回 ） 、延べ１，

０ １ ２ 人 （ 前 年 度 １ ， １ ３ ２ 人 ） ）に

対して、ＦＡＭＩＣの事業内容の説

明等を行うとともに、ＦＡＭＩＣにお

け る 環 境 配 慮 へ の 取 組 状 況 の

紹介にも努めています。

施設見学の様子（さいたま本部）
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（Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組みの状況等）

ＦＡＭ Ｉ Ｃホームページ

FAMIC の ホ ー ム ペ ー ジ で は 、 食 の 安 全

と 消 費 者 の 信 頼 を 確 保 す る た め 、 生 産

者 、 事 業 者 、 消 費 者 等 を 対 象 に 農 場 か

ら 食 卓 ま で の フ ー ド チ ェ ー ン を 通 じ た

食 に 関 す る 情 報 な ど を わ か り や す く 掲

載 す る と と も に 、 環 境 報 告 書 を ホ ー ム

ページ上で公表しています。

FAMICホームページアドレスは、 Ｆ ＡＭ Ｉ Ｃホームページ

http://www.famic.go.jp/です。 （ ト ップページ ）

ＦＡＭ Ｉ Ｃ出版物

広報誌「新・大きな目小さな目」

Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ で は 生 産 資 材 の 安 全 性 に

関 す る 情 報 や 、 食 品 の 品 質 ・ 表 示 等 に

関 す る 情 報 を 分 か り や す く 解 説 し な が

ら 、 各 種 の 情 報 提 供 を 行 う た め 広 報 誌

を 発 行 し て い ま す 。 広 報 誌 の ２ ０ ０ ９ 年 １

１月号 （№ １ ６ ） には環境報告書をホームペ

ージ上で公表している旨の告知を掲載しま

した。

広報誌「新 ・大きな目小さな目」
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（Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組みの状況等）

その他

化学物質の安全管理

Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ で 行 う 分 析 に は 、 種 々 の 試 薬 を 使 用 し て い ま す 。 そ の 中 に

は、 「毒物及び劇物取締法」 （昭和２ ５年法律第３ ０ ３号 ）で指定されてい

る毒物及び劇物や、 「消防法 」 （昭和 ２ ３年法律第１ ８ ６号 ）で指定されて

いる危険物が含まれています。これらの試薬の安全な保管、取扱い及び

廃 棄 の 管 理 に つ い て は 、 全 国 に １ ０ カ 所 あ る 事 業 所 （ 本 部 、 地 域 セ ン タ

ー ・事務所 ） ご とにマニュアルを作成する と と もに 、周知を徹底していま

す 。特に特定毒物に指定されている物質については 、管理責任者を指

名し 、使用 、廃棄及び保管の状況を定期的に確認し 、安全の確保に努

めています。

また 、 う ち ９ カ所では試薬管理システムを導入し 、試薬ビン １本ご とに

バーコードラベルを貼付して識別・管理しています。

試薬管理システム 薬品保管庫

薬品保管庫内部 試薬ビンバーコード
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（Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組みの状況等）

ＰＣＢ （ポ リ塩化ビフェニル）の適正管理

Ｐ Ｃ Ｂ は 昭 和 ４ ９ 年 に 廃 棄 物 処 理 法 に お い て 製 造 や 新 た な 使 用 が 禁

止 さ れ 、 Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 を 事 業 者 に お い て 保 管 す る こ と が 義 務 づ け られ ま

した。

ま た 、 平 成 １ ３ 年 に 「 ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニル 廃 棄 物 の 適 正 な 処 理 の 推 進

に関する特別措置法 」が制定されたことによ り 、 Ｐ Ｃ Ｂ廃棄物の保管事業

者は平成２ ８年度までにＰ Ｃ Ｂ廃棄物の専用処理場において処理するこ

とが義務づけられました。

このため、現在ＦＡＭ Ｉ Ｃにおいては、蛍光灯等の安定器１ ９ ２個、 ノン

カ ー ボ ン 紙 １ ７ ． ７ ２ ㎏ 、 試 薬 等 １ ， ９ ６ ４ ． ４ ８ ｇ 及 び １ ３ ． ５ ｍ ℓ を専用保

管庫等で適正に保管しています。

・安 定 器

・ ノンカーボン紙

・試薬等
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（Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組みの状況等）

特殊ガス警報装置について

検査 ・分析業務において使用する薬品類及び可燃性ガス等の取扱い

には日頃から十分注意していますが、人身事故の防止、薬品類による水

質汚染及び可燃性ガス等の大気放出を未然に防ぐこと等を目的として、

特殊ガス警報装置を設置し 、事故等発生時の被害を最小限に留めるた

めの体制整備を図っています。

警報装置設置状況（さいたま本部、地域センター ・事務所の設置例）

・有機溶媒センサー ・アセチレンセンサー

（名古屋センター ） （札幌センター ）

・水素センサー ・酸素欠乏センサー

（横浜事務所） （仙台センター ）
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（Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組みの状況等）

・酸素センサー ・亜酸化窒素センサー

（さいたま本部） （ さいたま本部）

・混合ガスセンサー

（さいたま本部）

・有機溶媒センサーは、検査室内で規定量以上の有機溶剤を使用した

際に警報を発します。

・アセチレン、水素、酸素欠乏、酸素、亜酸化窒素、混合ガスの各セン

サーについては、検査室内で規定の濃度を超えた際（酸素欠乏セン

サーについては規定値以下となった際）に警報を発するとともに、ガ

ス遮断弁が閉じ、ガスの供給が遮断されます。
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（Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組みの状況等）

快適な職場環境作り

Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ で は 、 職 場 に お け る 職 員 の 安 全 と 健 康 を 確 保 し 、 快 適 な 職

場環境を維持・増進するため、次の活動を実施しています。

・安全衛生委員会

職員の 安全及び健康を確保するため 、 「労働安全衛生法 」 （ 昭和

４ ７年法律第５ ７条 ）に基づき設置し、月１回開催しています。

・職場巡回点検

労働災害の未然防止を図るため、産業医、安全管理責任者等が

定期的に職場巡回点検を行い、指摘事項等があった場合には、当

該検査室責任者あて改善を求めています。

・作業環境測定

職員の健康障害を未然に防止するため 、労働安全衛生法に基づ

き、有機溶剤及び有害な化学物質等を扱う作業場に義務付けられて

いる作業環境測定（年２回 ）を実施しています。

・職員の健康管理

労働安全衛生法及びＦＡＭ Ｉ Ｃの内部規程に基づき 、定期的に健

康診断を実施し、傷病の早期発見、治療に努めています。

・ メンタルヘルスケア

契約診療所の医師と職員との面談によ り 、精神的な悩みや不安、

これらに関連した職場及び家族に関する相談等を行っています。

また 、共済組合の事業として 、フ リーダイヤルが設置され、保健

師、助産師、看護師、栄養士、カウンセラーなど専門スタッフによる

各種相談が行われており 、 Ｆ ＡＭ Ｉ Ｃの職員も利用できるこ と となって

います。
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Ⅵ 環境報告書に対する監事意見

環境報告書の内容の信頼性を高めるために、監事による評価を行い、

その結果を、 「環境報告書２ ０ １ ０ 」 に対する監事意見としてまとめていま

す。

独 立 行 政 法 人 農 林 水 産 消 費 安 全 技 術 セ ン タ ー

「環境報告書２０１０」に対する監事意見

平成２２年９月３０日

独立行政法人

農林水産消費安全技術センター

理事長 吉羽 雅昭 殿

独立行政法人

農林水産消費安全技術センター

監事 小山 武文 

監事 碓井 憲男 

私共監事は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター作成の「環境報告

書２０１０」に対して評価を行った結果について、次のとおり監事の意見を提

出いたします。

１．「環境報告書２０１０」に記載されている情報の整合性正当性について

は、正しく示されていることを認めます。

２．環境報告書の作成に当たっては、毎年度作成する環境計画において可能な

限り数値目標を設定し、その取組状況を数値データで示すことや図式化する

ことによって関係者の一層の理解を得ることができると考えます。

また、環境配慮契約推進法や環境配慮契約推進基本方針に則した契約の推

進や当該契約に係る普及啓発など環境マネジメント活動を積極的に推進する

ことにより、その結果である環境報告書が一層充実したものとなるよう期待

します。
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